
評書

書

評

中
国
社
会
科
学
院

歴
史
研
究
所
清
史
研
究
室
編

『
清
史
論
叢
」
第
三
輯

夫
　
　
馬

歯

　
評
者
は
か
つ
て
、
　
『
史
学
雑
誌
－
回
顧
と
展
望
t
一
九
七
九
年
』
に

お
い
て
、
　
『
清
史
論
叢
』
が
創
刊
さ
れ
、
手
論
い
研
究
を
満
載
し
て
い
る
こ

と
を
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
る
。
　
『
清
史
論
叢
』
は
中
国
社
会
科
学
院
歴
史
研

究
所
清
史
研
究
室
で
編
纂
さ
れ
、
一
九
七
九
年
に
第
一
次
が
出
版
さ
れ
て
か

ら
、
一
九
八
○
年
に
第
二
輯
が
、
そ
し
て
一
九
八
二
年
に
第
三
輯
が
出
版
さ

れ
た
。
第
四
輯
も
す
で
に
繊
版
さ
れ
、
今
第
五
輯
の
印
刷
が
進
ん
で
い
る
と

い
う
。
　
『
清
史
論
叢
』
に
収
録
さ
れ
た
諸
研
究
が
、
　
『
清
史
研
究
集
』
　
（
中

国
人
民
大
学
清
史
研
究
手
編
）
に
収
録
さ
れ
る
も
の
と
と
も
に
、
そ
の
ま
ま

現
時
点
に
お
け
る
中
国
清
代
史
研
究
界
の
水
準
を
示
す
と
考
え
る
の
は
、
お

そ
ら
く
評
老
だ
け
で
は
な
い
。

　
第
三
輯
に
収
録
さ
れ
た
論
文
と
筆
者
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
e
　
〃
灘
勲
業
地
”
を
論
ず
…
…
…
・
…
…
…
・
…
…
…
…
・
…
…
…
郭
松
義

　
⇔
　
ア
ヘ
ン
戦
争
前
の
清
代
に
農
業
資
本
主
義
萌
芽
が
緩
慢
に

　
　
　
発
展
し
た
主
な
原
因
を
試
み
に
論
ず
る
…
…
…
…
…
・
…
・
・
…
呉
導
燈

⇔
　
明
清
両
代
江
西
景
徳
鎮
の
官
窯
生
産
と
陶
政
…
…
…
…
…
…
王
鉦
欣

　
㈲
　
清
代
の
茶
馬
貿
易
…
…
一
・
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
：
…
：
…
林
永
薩

　
　
　
ド
ル
ゴ
ン
と
清
朝
統
治
の
樹
立
…
…
…
…
…
…
・
・
…
…
…
・
…
李
　
格

　
　
　
清
初
逃
人
法
の
社
会
的
影
響
を
試
み
に
論
ず
る
…
…
…
…
…
雪
月
姫

　
　
　
八
旗
制
度
の
い
く
つ
か
の
間
題
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
周
遠
廉

　
㈹
　
入
関
前
の
八
旗
兵
数
問
題
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
…
…
…
…
李
新
達

　
⑳
　
王
聡
児
評
価
の
い
く
つ
か
の
問
題
を
試
み
に
論
ず
る
…
…
…
許
曾
重

　
㊨
　
清
代
土
司
制
度
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
張
捷
夫

　
　
　
カ
ル
カ
蒙
古
南
遷
の
過
程
と
原
因
の
分
析
…
…
…
…
…
・
…
・
・
嚢
森
肢

　
㈱
　
清
代
題
奏
文
書
制
度
…
…
…
…
…
…
・
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
・
鞠
徳
源

　
　
　
乾
隆
四
十
年
カ
ラ
フ
ト
島
満
文
文
件
翻
訳
訂
正

　
　
　
　
　
　
　
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
関
嘉
録
・
張
錦
窯
・
王
桂
良

　
　
　
実
以
智
の
晩
年
活
動
に
つ
い
て
ー
ア
メ
リ
カ
余
英
時
教

　
　
　
授
『
方
以
智
晩
節
考
』
『
新
証
』
『
薪
考
』
読
後
－
…
…
任
道
斌

　
　
　
柳
敬
亭
の
生
年
お
よ
び
そ
の
他
に
つ
い
て
i
陳
汝
衡
先

　
　
　
生
と
の
協
議
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
：
…
何
齢
修

　
以
上
の
論
文
の
ほ
か
、
　
「
読
史
札
記
」
と
し
て
、

　
　
　
山
西
省
地
丁
合
一
完
成
の
年
代
…
…
…
…
・
…
…
・
・
…
…
…
…
空
芝
宏

　
　
　
北
京
楊
趨
隆
起
男
盛
述
…
…
…
…
…
・
…
・
・
…
…
…
李
尚
英
・
王
政
発

が
附
載
さ
れ
る
。

　
〈
編
集
後
記
〉
に
よ
れ
ば
、
執
筆
者
計
二
〇
名
の
う
ち
、
一
〇
名
が
中
国

社
会
科
学
院
歴
史
研
究
駈
清
史
研
究
室
の
人
員
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
か
ら
、

『
清
史
論
叢
』
を
実
質
的
に
は
歴
史
研
究
所
清
史
研
究
室
の
研
究
報
告
と
見

な
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
し
か
し
、
中
国
人
民
大
学
清
史
研
究
所
や
全
国
の

大
学
・
社
会
科
学
院
と
の
学
術
交
流
が
は
か
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
機
関
の
研
究
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者
も
執
筆
に
加
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
、
〈
編
集
後
記
〉
に
は
、
　
「
本
隊
刊
各

号
に
発
表
し
た
文
章
に
対
し
て
、
国
内
外
の
史
学
研
究
老
と
読
者
が
厳
し
く

論
評
紹
介
・
鋤
判
さ
れ
ん
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
心
よ
り
希
望
す
る
」
と
の

編
集
委
員
の
言
葉
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
評
者
が
本
論
叢
の
紹
介
・
批
評
を

編
集
委
員
の
一
先
生
か
ら
依
頼
さ
れ
た
の
も
、
こ
の
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
し
か
し
、
本
論
叢
に
収
録
さ
れ
た
諸
研
究
が
あ
つ
か
う
個
個
の
各
方

面
に
わ
た
る
問
題
の
す
べ
て
に
対
し
て
、
論
評
を
加
え
る
こ
と
は
、
評
者
の

能
力
を
は
る
か
に
超
え
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
個
個
の
研
究
の
要
旨

を
紹
介
す
る
こ
と
さ
え
、
紙
数
の
制
限
か
ら
不
可
能
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、

こ
こ
で
の
評
者
の
役
目
は
、
個
個
の
論
考
の
要
旨
を
紹
介
す
る
こ
と
で
は
お

そ
ら
く
な
く
、
若
干
数
の
論
考
に
限
っ
て
、
そ
の
論
考
の
意
義
を
述
べ
、
さ

ら
に
、
同
じ
問
題
に
つ
い
て
な
さ
れ
て
き
た
日
本
の
研
究
を
紹
介
し
、
両
者

を
対
比
す
る
こ
と
に
よ
り
、
両
者
に
潜
む
問
題
点
を
指
摘
す
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
た
め
、
こ
こ
で
紹
介
し
う
る
論
考
は
、
e
㊨
働
㈱
の
四
つ
に
限
ら

れ
る
。

二

　
郭
松
義
「
〃
雌
蕊
入
地
”
を
論
ず
」
は
、
日
本
で
普
通
、
地
打
線
徴
の
実

施
、
あ
る
い
は
地
丁
銀
制
の
成
立
と
い
わ
れ
る
問
題
に
つ
い
て
の
研
究
で
あ

る
。
こ
の
種
の
研
究
は
、
現
在
中
国
で
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
よ
う
で

あ
る
が
、
し
か
し
、
今
回
の
郭
松
義
氏
の
論
考
は
、
六
〇
ペ
ー
ジ
に
及
ぶ
大

作
で
あ
り
、
最
高
水
準
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
本
論
考
の
大
き
な
意
義
は
、

第
一
に
、
地
方
志
等
を
活
用
し
な
が
ら
、
地
丁
銀
制
実
施
の
各
省
に
お
け
る

特
殊
事
情
を
詳
細
に
追
求
し
た
点
と
、
第
二
に
、
　
〃
襟
丁
入
地
”
と
匠
班
銀
、

竈
丁
銀
、
屯
丁
銀
と
の
関
連
を
明
ら
か
に
し
た
点
に
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て

言
え
ば
、
従
来
の
研
究
で
も
な
さ
れ
て
は
き
た
が
、
本
論
考
の
よ
う
に
多
く

の
史
料
を
提
示
し
つ
つ
考
究
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
各

省
で
地
丁
龍
華
が
実
施
さ
れ
た
年
代
が
よ
り
正
確
に
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
、

た
と
え
ば
先
行
す
る
李
華
「
道
戯
前
期
賦
役
制
度
の
改
革
1
〃
盛
世
滋
生
r

人
丁
は
永
久
に
加
賦
せ
ず
”
か
ら
〃
櫟
丁
入
滅
”
へ
i
」
　
（
『
清
史
論
叢
』

第
一
輯
、
一
九
七
九
）
ペ
ー
ジ
一
〇
六
と
、
今
回
の
論
考
ペ
ー
ジ
四
四
～
四

五
を
比
較
す
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。

わ
が
国
に
お
い
て
、
四
丁
併
置
を
は
じ
め
て
本
格
的
に
考
察
し
た
の
は
、
北

村
敬
直
「
清
代
に
お
け
る
租
税
改
革
（
地
獄
併
徴
）
」
　
（
『
社
会
経
済
史
学
』

第
一
五
巻
第
三
・
四
合
葉
面
、
一
九
四
九
、
の
ち
北
村
敬
直
『
清
代
社
会
経

済
史
研
究
』
一
九
七
二
、
所
収
）
で
あ
っ
た
。
北
村
敬
直
氏
は
、
地
丁
心
急

の
起
源
、
先
行
例
と
そ
の
意
義
に
論
及
す
る
と
と
も
に
、
郭
松
義
氏
と
同
様
、

各
省
に
お
け
る
地
丁
併
徴
の
実
施
年
代
を
研
究
し
て
い
る
。
仮
に
、
こ
の
問

題
に
か
ぎ
っ
て
、
北
村
『
清
代
社
会
経
済
史
研
究
』
ペ
ー
ジ
六
七
と
、
郭
松

義
論
考
ペ
ー
ジ
四
四
～
四
五
を
比
較
対
照
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
各
省
に
お
け

る
実
施
年
代
に
つ
い
て
北
村
氏
の
見
解
と
中
国
の
研
究
者
の
見
解
と
の
問
に

見
ら
れ
た
多
く
の
く
い
違
い
は
、
ほ
と
ん
ど
解
消
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

広
東
・
漸
江
・
広
西
の
各
省
で
の
実
施
年
代
に
つ
い
て
の
両
者
の
差
違
は
、

北
村
氏
が
『
光
緒
会
典
事
例
』
に
記
載
さ
れ
る
実
施
が
裁
可
さ
れ
た
年
よ
り

も
、
実
際
の
実
施
年
を
一
率
に
翌
年
に
く
り
下
げ
た
の
に
対
し
、
郭
松
義
氏

は
実
施
が
裁
可
さ
れ
た
年
に
実
際
に
施
行
さ
れ
は
じ
め
た
可
能
性
を
否
定
で

き
な
い
、
と
考
え
た
た
め
に
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
日
本
で
は
、
北
村
敬
直
氏
に
よ
る
論
考
が
出
て
か
ら
、
－
こ
れ
を
ひ
き
継
ぎ
、

藤
田
敬
一
「
清
初
山
東
に
お
け
る
賦
役
制
に
つ
い
て
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
第

二
四
巻
第
二
号
、
一
九
六
五
）
、
小
山
正
明
「
賦
・
役
制
度
め
改
革
」
　
（
『
岩
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肝書

波
講
座
世
界
歴
史
』
第
十
二
巻
、
　
一
九
七
一
）
、
重
田
徳
『
清
代
社
会
経
済

史
研
究
』
　
（
一
九
七
五
）
所
収
の
・
「
清
朝
農
民
支
配
の
歴
史
的
特
質
i
一
地

丁
銀
成
立
の
い
み
す
る
も
の
一
」
　
（
も
と
一
九
六
七
）
、
「
一
条
鞭
法
と
地

丁
銀
と
の
間
」
　
（
も
と
一
九
六
七
）
、
「
地
丁
銀
の
成
立
と
農
民
」
　
（
も
と
一

九
六
八
）
、
な
ど
が
公
表
さ
れ
た
。
こ
の
な
か
で
、
地
丁
銀
成
立
の
意
義
に

つ
い
て
、
特
異
な
観
点
か
ら
明
確
に
位
置
づ
け
た
の
は
、
重
田
徳
氏
で
あ
っ

た
。
重
田
氏
は
へ
地
丁
銀
成
立
の
歴
史
的
意
義
を
「
丁
銀
」
の
中
に
実
現
さ

れ
て
い
た
王
朝
の
個
別
人
身
的
支
配
の
理
念
そ
の
も
の
の
廃
滅
と
し
て
把
握

し
、
地
丁
銀
の
成
立
に
よ
っ
て
丁
銀
部
分
が
土
地
税
の
中
に
擁
入
・
解
消
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
佃
戸
層
が
王
朝
に
対
す
る
直
接
的
税
負
担
か

ら
解
放
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
、
王
朝
支
配
か
ら
解
放
さ
れ
た
彼
ら
は
、
か

わ
っ
て
地
主
制
的
大
土
地
所
有
者
の
支
配
に
お
か
れ
、
こ
れ
以
後
明
確
に
地

主
層
一
大
土
地
所
有
者
が
、
時
の
政
治
権
力
（
王
朝
）
を
〃
通
じ
て
”
彼
ら

を
支
配
す
る
こ
と
と
な
っ
た
、
と
理
解
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
地
丁
銀
の

施
行
は
、
必
ず
し
も
農
民
の
階
層
分
化
を
抑
止
す
る
効
果
を
も
た
ず
、
か
え

っ
て
そ
れ
を
促
進
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
以
後
、
中
国
諸
王
朝
が
伝
統
的

に
継
承
し
て
き
た
小
農
民
保
護
政
策
は
明
白
に
廃
棄
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
地
丁
銀
制
の
理
解
が
、
そ
の
後
重
田
徳
氏
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ

る
「
郷
紳
支
配
」
論
の
た
め
の
重
要
な
支
柱
と
な
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
い
。

　
郭
松
義
氏
も
、
第
九
章
に
お
い
て
〃
灘
丁
入
地
”
の
意
義
を
述
べ
、
官
僚

士
大
夫
た
ち
が
力
を
つ
く
し
て
撚
丁
入
地
に
反
対
し
、
そ
の
実
施
を
阻
止
し

よ
う
と
し
た
こ
と
を
強
調
し
、
こ
れ
が
郷
衿
富
戸
に
不
利
で
、
一
般
の
土
地

を
持
た
ぬ
貧
民
や
自
作
農
・
中
小
地
主
に
歓
迎
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

を
強
調
し
て
い
る
。
こ
こ
に
、
地
丁
銀
成
立
の
意
義
を
め
ぐ
ρ
て
、
重
田
徳
、

郭
松
義
両
氏
の
問
に
、
微
妙
で
は
あ
る
が
重
大
な
理
解
の
ず
れ
が
あ
る
こ
と

に
気
付
く
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
重
田
氏
に
と
っ
て
、
地
丁
銀
の
成
立
は
、

王
朝
国
家
に
よ
る
の
で
は
な
い
、
郷
紳
、
大
土
地
所
有
者
層
に
よ
る
農
民
支

配
が
成
立
す
る
た
め
の
、
重
要
な
前
提
と
し
て
把
握
さ
れ
る
の
に
対
し
、
郭

松
義
氏
は
、
地
丁
銀
の
成
立
を
彼
ら
郷
紳
、
大
土
地
所
有
者
層
に
不
利
な
も

の
、
と
把
握
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
郷
紳
、
大
土
地
所
有
者
層
に
不
利
な
政

策
（
馴
郭
氏
）
が
、
何
故
、
　
「
郷
紳
支
配
」
を
成
立
さ
せ
、
こ
れ
を
支
え
る

（
1
1
重
田
下
）
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
矛
盾
に
つ
い
て
、
重
田
徳
氏
は
明
確
な
解
答
を
用
意
し
な
い
だ
け
で

は
な
く
、
こ
の
矛
盾
を
指
摘
さ
え
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
地
丁
銀
の
成

立
以
後
、
つ
ま
り
重
田
氏
に
よ
れ
ば
「
郷
紳
支
配
」
が
明
確
に
成
立
し
て
以

後
も
、
王
朝
権
力
が
依
然
と
し
て
存
続
し
、
中
央
集
権
的
政
治
形
態
が
持
続

し
た
と
い
う
現
象
を
、
地
主
層
が
階
級
的
支
配
を
実
現
す
る
た
め
に
時
の
政

治
権
力
を
〃
通
じ
て
”
支
配
し
た
の
だ
、
と
述
べ
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、

郭
松
義
氏
が
明
瞭
に
述
べ
る
よ
う
に
、
地
丁
銀
制
は
郷
紳
、
大
地
主
層
に
不

利
な
も
の
で
、
彼
ら
の
要
請
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
彼
ら
の

反
対
に
直
面
し
な
が
ら
、
董
朝
権
力
の
徴
税
上
の
利
点
か
ら
、
王
朝
権
力
そ

の
も
の
の
要
請
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
い
の
か
。

　
郭
松
義
氏
は
、
三
聖
富
戸
に
不
利
な
地
丁
銀
制
が
、
彼
ら
の
反
対
に
も
か

か
わ
ら
ず
成
立
し
た
原
因
を
、
「
地
主
階
級
の
目
先
の
利
益
と
長
期
に
わ
た

る
利
益
と
の
矛
盾
を
不
断
に
調
整
す
る
こ
と
こ
そ
、
封
建
国
家
が
そ
の
国
家

の
職
能
を
は
た
す
一
種
の
表
現
で
あ
る
」
と
説
明
す
る
。
あ
る
い
は
、
「
地

主
階
級
国
家
は
統
治
の
基
礎
を
維
持
し
、
拡
大
す
る
た
め
、
　
一
方
で
地
主
野

江
に
静
思
の
政
治
経
済
特
権
を
与
え
て
彼
ら
の
搾
取
権
益
を
保
護
す
る
と
網

掛
に
馬
　
　
方
で
は
、
彼
ら
が
過
度
に
勢
力
を
膨
脹
さ
せ
て
そ
の
階
級
の
根
本
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的
利
益
を
そ
こ
な
う
よ
う
に
な
る
こ
と
を
許
さ
な
い
も
の
だ
」
、
と
説
明
し

て
い
る
。
こ
こ
で
言
わ
れ
る
地
主
階
級
国
家
と
は
、
先
の
封
建
国
家
と
岡
じ

も
の
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
が
、
し
か
し
究
極
の
と
こ
ろ
ど
の
よ
う
な
圏
家

と
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
不
明
で
あ
る
。

　
重
田
徳
氏
の
説
明
が
、
十
分
な
説
得
力
を
持
ち
え
な
い
よ
う
に
、
郭
松
義

氏
の
説
明
も
十
分
な
説
得
力
を
そ
な
え
て
い
る
と
は
琶
い
が
た
い
。
そ
れ
は
、

歴
吏
的
諸
事
象
を
相
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
統
合
的
に
説
明
し
う
る
に
た
る
よ

う
な
〃
国
家
論
”
を
、
わ
れ
わ
れ
が
ま
だ
十
分
に
獲
得
し
て
い
な
い
か
ら
で

あ
ろ
う
。
郭
松
義
氏
は
す
で
に
「
江
南
地
主
階
級
と
清
初
中
央
集
権
の
矛
盾
、

お
よ
び
そ
の
発
展
と
変
化
」
（
『
清
史
論
叢
』
第
一
輯
、
一
九
七
九
）
を
公
表

し
、
そ
こ
で
反
剃
髪
闘
争
、
適
職
案
、
実
装
案
、
奏
鎗
案
な
ど
を
実
に
興
味

深
く
分
析
し
、
描
い
て
み
せ
た
が
、
し
か
し
、
地
丁
銀
制
が
郭
琉
が
述
べ
る

よ
う
に
中
央
集
権
の
財
政
に
と
っ
て
有
利
で
江
南
地
主
階
級
に
と
っ
て
不
利

で
あ
る
な
ら
、
楽
然
こ
の
論
文
で
触
れ
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
の
に
、

一
切
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
諸
事
件
に
勝
利
し
た
中
央
集

権
国
家
1
1
王
朝
国
家
が
、
そ
の
後
地
丁
銀
制
の
実
施
に
む
け
て
ど
の
よ
う
に

動
い
た
か
と
い
う
、
反
剃
髪
闘
争
等
獄
裏
件
と
地
丁
銀
制
実
施
と
の
有
機
的

連
関
が
、
先
回
の
論
考
で
も
今
回
の
論
考
で
も
一
切
説
明
さ
れ
な
い
。
こ
の

原
因
の
一
つ
は
、
こ
こ
で
国
家
論
が
大
き
く
か
か
わ
っ
て
く
る
か
ら
で
は
な

い
か
。

　
地
丁
銀
制
の
成
立
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
明
代
の
一
条
鞭
法
の
延
長
と
し
て

と
ら
え
、
そ
の
完
成
形
態
と
し
て
と
ら
え
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
正
し
い
。
し

か
し
、
こ
と
新
し
く
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
が
府
・
州
・
県
の
単
位
で
は

な
く
省
単
位
で
施
行
さ
れ
た
こ
と
、
ほ
と
ん
ど
の
省
で
康
煕
末
年
か
ら
雍
正

年
間
に
実
施
さ
れ
た
こ
と
を
、
も
っ
と
注
意
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
つ

浸
り
、
地
丁
銀
制
が
は
た
し
て
郷
紳
、
大
土
地
所
有
者
層
に
不
利
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
そ
の
実
施
は
省
単
位
あ
る
い
は
全
圏
規
模
で
彼
ら
を
抑
え
こ
み
え

た
こ
と
を
多
出
す
る
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
奏
鋳
案
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

広
泥
な
郷
紳
、
大
土
地
所
有
者
層
を
抑
え
こ
み
え
た
当
時
の
政
治
情
勢
と
関

係
す
る
。
地
了
併
出
の
実
態
は
、
　
「
地
主
層
が
、
時
の
政
治
権
力
を
〃
通
じ

て
”
支
配
す
る
」
と
い
っ
た
も
の
と
は
、
は
る
か
に
異
っ
た
も
の
で
は
な
か

っ
た
か
。

　
以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
郭
松
義
氏
の
重
厚
な
研
究
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
地

丁
銀
制
を
め
ぐ
る
王
朝
国
家
と
地
主
層
と
の
関
係
は
、
必
ず
し
も
十
分
に
解

明
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
た
と
え
ば
李
華
氏

も
紹
介
し
、
郭
松
義
氏
も
紹
介
し
た
、
杭
州
等
に
お
け
る
〃
櫟
今
入
地
”
を

阻
止
す
る
動
き
に
反
対
す
る
暴
動
な
ど
を
よ
り
詳
細
に
追
い
、
地
点
併
徴
の

実
施
に
関
す
る
具
体
像
、
つ
ま
り
在
地
に
お
け
る
権
力
構
造
を
よ
り
綿
密
に

解
き
明
か
す
必
要
が
あ
ろ
う
。

三

　
王
欝
欝
「
明
清
両
代
江
西
景
徳
鎮
の
官
窯
生
産
と
群
肝
」
は
、
景
徳
鎮
の

官
署
に
関
す
る
包
括
的
な
研
究
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
景
徳
鎮
の
研
究
と
い

え
ば
、
ほ
と
ん
ど
陶
磁
史
の
研
究
か
、
資
本
主
義
萌
芽
問
題
の
研
究
に
関
連

さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
王
鉦
欣
氏
の
研
究
は
そ
の
い
ず
れ
で
も
な
く
、

景
徳
鎮
の
藩
政
制
度
そ
の
も
の
に
焦
点
を
あ
て
た
も
の
で
、
本
論
文
の
意
義

は
こ
こ
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
と
に
、
ペ
ー
ジ
八
八
～
八
九
で
は
、
明

代
建
文
年
間
か
ら
清
代
光
緒
年
間
ま
で
の
磁
器
焼
玉
情
況
と
血
管
数
量
が
統

計
化
さ
れ
、
便
利
で
あ
る
。
こ
の
統
計
に
よ
っ
て
、
乾
隆
後
期
か
ら
生
産
量

が
減
少
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
潜
群
々
が
、
　
「
清
代
御
器
の
年
間
生
産
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評

蚤
は
、
明
代
に
比
べ
て
激
増
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
一
代
ご
と
に
激
増

し
て
い
る
」
　
（
「
歴
代
前
期
景
徳
鎮
磁
業
資
本
主
義
萌
芽
に
関
す
る
考
察
」

『
中
国
史
研
究
』
㎝
九
七
九
一
二
）
と
指
摘
し
た
の
を
否
定
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
王
界
面
氏
は
、
『
陶
録
余
論
』
に
「
廠
器
葦
舟
焼
民
窯
、
照
数
給

値
、
無
役
派
賠
累
也
」
と
あ
る
の
を
根
拠
に
、
　
「
富
搭
庭
焼
」
制
度
は
す
で

に
民
毎
戸
に
対
す
る
強
制
的
な
性
質
を
も
た
な
く
な
っ
た
と
論
じ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
議
論
に
は
疑
問
が
残
る
。
と
い
う
の
は
、
　
「
照
数
給
値
、
無

役
派
賠
累
」
と
は
一
種
の
レ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
り
、
宋
代
に
〃
和
事
”
“
和
雇
”

と
言
っ
て
も
、
国
象
に
よ
る
民
戸
へ
の
強
制
的
買
い
つ
け
、
強
制
的
徴
用
の

性
格
を
依
然
と
し
て
強
く
残
し
た
の
と
同
じ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
て
、
王
鉦
欣
氏
の
研
究
を
、
日
本
の
景
徳
鎮
研
究
と
対
比
す
る
と
ど
う

で
あ
ろ
う
か
。
日
本
で
も
こ
れ
ま
で
、
尾
崎
洵
事
々
や
佐
久
間
重
男
氏
に
よ

る
す
ぐ
れ
た
研
究
が
あ
る
が
、
し
か
し
、
明
清
両
代
を
通
じ
陶
石
そ
の
も
の

に
焦
点
を
あ
て
た
本
格
的
な
研
究
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
荒
井
幸
雄

氏
に
よ
っ
て
近
年
公
表
さ
れ
た
研
究
、
　
「
監
陶
官
の
上
奏
文
に
つ
い
て
」

（『

圏
m
陶
磁
』
第
七
号
、
　
一
九
八
一
）
は
、
注
目
す
べ
き
業
績
で
あ
る
。

荒
井
幸
雄
氏
は
、
従
来
、
景
徳
鎮
の
研
究
で
利
用
さ
れ
つ
く
し
た
感
の
あ
る

『
景
徳
鎮
鬼
録
』
『
無
梁
県
志
』
な
ど
の
諸
史
料
に
あ
き
た
ら
ず
、
台
北
故

宮
博
物
院
に
お
い
て
監
副
官
た
ち
か
ら
皇
帝
に
さ
し
出
さ
れ
た
櫨
案
を
調
査

し
、
現
段
階
で
計
九
四
件
の
史
料
を
収
集
し
え
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
ω

監
陶
官
と
し
て
す
で
に
著
名
な
唐
英
の
ほ
か
、
乾
隆
六
年
以
降
、
御
器
廠
に

常
駐
し
て
い
た
老
格
と
い
う
名
造
作
監
司
が
い
た
。
②
乾
隆
七
年
以
前
は
、

御
器
廠
で
焼
造
さ
れ
た
す
べ
て
の
器
物
は
北
京
の
内
務
府
広
儲
司
に
送
ら
れ

て
い
た
が
、
こ
の
年
六
月
以
降
は
、
選
外
次
色
の
磁
器
を
現
地
の
九
江
で
売

却
し
、
そ
の
金
を
爆
心
殿
に
納
入
し
た
。
㈹
御
器
廠
の
年
間
経
費
は
一
万
両

で
あ
り
、
こ
れ
は
九
江
関
監
督
の
養
瓦
之
よ
り
一
千
両
も
少
な
く
、
国
の
財

政
か
ら
み
て
御
器
廠
は
財
政
的
に
優
遇
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
な
い
、
な
ど
、

数
々
の
重
要
な
事
実
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
こ
れ
ら
の
諸
事
実
は
、
景
徳
鎮
の
官
窯
制
度
そ
の
も
の
と
関
連
し
、
王
鉦

欣
氏
の
研
究
と
も
大
い
に
関
連
す
る
。
愈
愈
を
利
用
し
た
研
究
で
は
、
主
に

清
砂
社
会
経
済
史
や
農
民
反
乱
（
戦
争
）
の
分
野
で
著
し
い
成
果
を
収
め
つ

つ
あ
る
が
、
荒
井
氏
の
研
究
は
、
憲
政
の
研
究
に
お
い
て
も
、
…
福
案
が
有
力

な
武
器
と
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

四

　
倉
皇
重
「
王
聡
児
評
価
の
い
く
つ
か
の
問
題
を
試
論
す
る
」
は
、
ま
さ
し

く
櫨
案
そ
の
も
の
を
も
と
に
し
た
研
究
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
嘉
慶
白
蓮
教
反

乱
に
お
い
て
活
躍
し
、
こ
れ
ま
で
き
わ
め
て
高
い
評
価
を
え
て
き
た
王
聡
児

と
い
う
一
女
性
に
つ
い
て
、
彼
女
の
再
評
価
を
は
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
許
曾
重
氏
は
す
で
に
、
　
「
劉
之
協
が
眼
界
陳
農
民
大
起
義
で
は
た
し
た
役

割
の
考
察
」
　
（
『
清
史
論
叢
』
第
二
輯
、
　
一
九
八
○
、
林
易
氏
と
の
共
著
）

に
お
い
て
、
劉
之
協
と
い
う
白
蓮
教
徒
の
全
面
的
再
評
価
を
は
か
っ
た
。
許

曾
重
氏
に
よ
れ
ば
、
劉
之
協
は
混
元
教
の
な
か
で
決
し
て
高
い
威
信
は
な
く
、

「
教
主
」
で
も
「
総
教
首
」
で
も
な
か
っ
た
。
劉
之
協
が
各
地
の
官
僚
に
よ

っ
て
、
確
実
に
最
も
重
要
な
教
首
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、
劉
松
・
宋
之
清
ら
教
団
幹
部
が
逮
捕
さ
れ
殺
さ
れ
る
な
か
に
あ
っ
て
逃

亡
に
成
功
し
た
た
め
、
い
つ
の
ま
に
か
官
憲
に
よ
っ
て
虚
像
が
つ
く
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
た
め
だ
、
と
い
う
。
劉
之
協
と
い
え
ば
、
こ
れ
ま
で
『
鐡
靖

教
匪
平
編
』
な
ど
に
よ
っ
て
、
嘉
慶
白
蓮
教
反
乱
を
起
し
た
中
心
人
物
で
あ

る
か
の
よ
う
に
見
な
さ
れ
、
そ
れ
が
ほ
と
ん
ど
通
説
化
し
て
き
た
だ
け
に
、
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許
曾
重
氏
に
よ
る
彼
の
再
評
価
の
試
み
の
意
義
は
大
き
い
。
今
回
の
王
聡
児

再
評
価
で
も
、
許
曾
重
氏
は
同
じ
く
今
案
を
駆
使
す
る
手
法
を
用
い
て
お
り
、

こ
の
意
味
で
両
者
は
一
連
の
研
究
で
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
王
聡
児
に
対
す
る
評
価
は
、
極
め
て
高
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、

石
立
「
八
路
兵
馬
総
指
揮
王
愛
児
」
（
『
歴
史
研
究
』
一
九
七
五
－
四
）
で
は
、

彼
女
は
各
地
の
白
蓮
教
軍
の
総
指
揮
者
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
つ
こ
れ
と
同
文

は
、
　
『
中
国
農
民
起
義
領
袖
小
伝
』
　
（
開
封
師
範
学
院
歴
史
聖
上
、
一
九
七

六
）
に
も
収
め
ら
れ
る
。
こ
の
書
は
、
そ
の
名
の
と
お
り
中
国
歴
代
の
農
民

反
乱
（
起
義
）
の
り
ー
ダ
ー
を
紹
介
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
歴
史
上
有
名
な

嘉
慶
白
蓮
教
反
乱
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
は
、
彼
女
が
紹
介
さ
れ
る
だ
け
で
あ

る
。
王
聡
児
が
八
路
兵
馬
総
指
揮
で
あ
っ
た
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
す

で
に
漏
佐
哲
「
王
聡
児
は
〃
八
路
兵
馬
総
指
揮
”
で
あ
っ
た
か
～
」
（
『
歴
史

研
究
』
一
九
七
八
一
一
）
で
否
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
漏
佐
哲
氏
も
、

王
難
児
を
す
く
な
く
と
も
嚢
陽
起
義
軍
内
で
の
最
高
指
揮
者
で
あ
っ
た
よ
う

に
見
な
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
漏
聖
哲
「
嘉
慶
年
間
五
省
白
蓮
大
起
義
」

『
清
史
論
叢
』
第
二
輯
、
一
九
八
○
）
。
こ
の
ほ
か
、
蒋
維
明
『
川
湖
陳
白

蓮
教
起
義
資
料
輯
録
』
一
九
八
○
、
ペ
ー
ジ
五
～
八
）
、
謝
天
祐
・
簡
五
聖

『
中
国
農
民
戦
争
簡
史
』
　
（
一
九
八
一
、
「
清
前
中
期
地
区
性
の
農
民
起
義
」

ペ
ー
ジ
三
七
二
～
三
七
四
）
な
ど
、
近
年
発
表
さ
れ
た
多
く
の
論
著
の
中
で

も
、
、
王
聡
児
は
き
わ
め
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
王
聡
児
が
こ
の
よ
う
に
高
い
評
価
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、
実
際
に
は
文
化
大
革
命
以
後
の
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、

文
化
大
革
命
以
前
に
書
か
れ
た
、
た
と
え
ば
董
察
時
「
川
楚
白
蓮
教
農
民
大

起
義
を
試
論
す
る
」
　
（
『
文
史
哲
』
一
九
五
八
－
七
）
、
あ
る
い
は
王
竹
楼

コ
七
九
六
i
一
八
〇
五
年
の
白
蓮
教
大
起
義
」
　
（
『
中
国
農
民
起
義
論
集
』
、

一
九
五
八
、
所
収
）
で
は
、
終
幕
児
脹
斉
王
氏
は
「
銚
斉
義
軍
」
な
ど
と
常

に
銚
墨
形
と
並
列
し
て
語
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
夏
家
駿
『
車

代
中
葉
の
白
蓮
教
趨
義
』
　
（
一
九
七
四
）
に
な
る
と
、
　
「
堅
貞
不
善
の
女
英

雄
偏
と
い
う
特
別
な
一
節
が
も
う
け
ら
れ
、
王
聡
児
一
人
が
嚢
陽
起
義
軍
を

指
揮
し
た
か
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
先
に
示
し
た
石
立

氏
の
よ
う
に
、
王
聡
児
は
つ
い
に
褻
陽
軍
の
み
な
ら
ず
、
八
部
隊
全
軍
の
最

高
指
揮
者
と
し
て
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
王
子
児
が

歴
史
研
究
の
上
で
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
は
じ
め
る
の
は
、
文
化
大

革
命
が
は
じ
ま
っ
て
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
情
況
の
中
で
彼
女
の
イ
メ
ー
ジ
は

は
て
し
も
な
く
脹
ら
み
、
つ
い
に
虚
像
を
結
ん
だ
の
で
あ
る
。

　
許
曾
重
氏
は
、
王
乞
児
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
な
さ
れ
た
論
述
に
対
し
、

「
史
料
に
記
載
が
な
い
の
に
、
何
を
根
拠
と
し
た
の
か
わ
か
ら
な
い
」
と
か
、

「
あ
る
論
著
は
、
想
像
を
も
っ
て
事
実
に
替
え
た
の
だ
」
と
か
、
き
わ
め
て

は
げ
し
い
口
調
で
批
判
し
て
い
る
。
許
曾
重
氏
に
よ
れ
ば
、
王
聡
児
が
襲
陽

地
区
の
反
乱
を
発
動
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
し
、
ま
た
彼
女
が
重
陽
起
義
軍

の
重
要
な
指
導
者
と
な
っ
て
か
ら
も
、
実
際
の
地
位
は
銚
之
富
の
下
に
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

た
と
い
う
。
氏
が
、
　
「
王
聡
児
に
彼
女
本
来
の
面
目
に
適
合
し
た
歴
史
地
位

を
与
え
よ
う
と
試
み
る
」
　
（
傍
点
評
老
）
と
述
べ
る
の
は
、
文
革
期
に
異
常

な
ま
で
に
脹
ん
だ
虚
像
を
歴
史
本
来
の
実
像
に
も
ど
そ
う
と
憶
う
の
で
あ
る
。

王
聡
児
評
価
の
問
題
が
、
こ
の
よ
う
に
文
化
大
革
命
と
い
う
特
別
な
情
況
で

生
ま
れ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
情
況
を
共
有
し
な
い
日
本
の
歴
史
学
界
で
は
、

こ
の
問
題
は
生
ま
れ
る
は
ず
は
な
く
、
近
年
出
版
さ
れ
た
二
つ
の
論
考
、
鈴

木
中
正
「
清
朝
中
期
に
お
け
る
民
間
宗
教
結
社
と
そ
の
千
年
王
国
運
動
へ
の

傾
斜
」
　
（
『
千
年
王
国
的
民
衆
運
動
の
研
究
』
一
九
八
二
、
画
聖
）
、
お
よ
び

小
林
一
美
「
嘉
慶
白
蓮
教
の
叛
乱
」
（
『
中
国
民
衆
叛
乱
史
』
第
三
巻
、
一
九
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評書

八
二
、
所
収
）
の
解
説
に
は
、
と
も
に
王
聡
児
に
関
す
る
特
鋼
な
言
及
は
見

ら
れ
な
い
。

　
許
曾
重
氏
に
よ
る
王
聡
児
評
価
は
、
き
わ
め
て
説
得
力
に
富
む
が
、
し
か

し
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
周
凱
「
紀
邪
匪
斎
二
寡
婦
之
乱
」

（
中
国
社
会
科
学
院
歴
史
研
究
所
清
史
蜜
・
資
料
室
編
『
清
中
期
五
省
白
蓮

教
起
義
資
料
』
第
五
冊
、
一
九
八
一
、
所
収
）
に
対
す
る
徹
底
し
た
資
料
批

判
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
　
「
紀
邪
匪
斉
二
寡
婦
之
乱
し
で
は
、

王
聡
児
が
き
わ
め
て
重
要
な
人
物
と
し
て
描
写
さ
れ
、
こ
こ
に
見
え
る
王
三

児
像
は
、
周
凱
の
時
代
か
ら
百
数
十
年
を
経
て
、
夏
家
集
氏
や
石
立
氏
に
よ

っ
て
文
化
大
革
命
以
後
描
か
れ
た
王
聡
裸
像
と
ほ
と
ん
ど
重
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
周
忌
は
何
を
根
拠
と
し
て
、
ま
た
何
故
王
聡
児
を
嚢
陽
軍
中
に
お

け
る
き
わ
め
て
重
要
な
人
物
と
見
な
し
た
の
か
、
に
つ
い
て
の
考
察
を
欠
く

時
、
現
代
の
臨
調
児
像
を
消
し
さ
り
実
像
に
返
す
こ
と
も
、
十
分
に
成
功
し

な
い
で
あ
ろ
う
。
言
葉
を
か
え
れ
ば
、
　
〃
王
聡
児
伝
説
”
と
い
う
べ
き
も
の

が
、
ど
の
よ
う
な
過
程
で
誰
に
よ
っ
て
形
づ
く
ら
れ
て
い
っ
た
か
、
明
ら
か

に
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
漏
佐
哲
「
十
代
農
民
起
義
の
り

ー
ダ
ー
王
聡
児
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
ど
こ
で
犠
牲
に
な
っ
た
の
か
」
（
『
天
津

師
院
学
報
』
一
九
七
八
）
に
よ
れ
ば
、
今
で
も
次
の
よ
う
な
民
謡
が
流
伝
し

て
い
る
と
い
う
。

　
　
斉
二
寡
婦
（
一
王
亀
町
）
真
二
大
、
刀
槍
筋
子
都
落
泊
。
一
心
要
過
大

　
　
出
域
。
野
臥
血
路
進
四
川
、
聯
合
兄
弟
殺
野
掛
。

　
こ
の
民
謡
が
近
年
に
わ
か
に
作
ら
れ
た
も
の
で
な
く
、
真
実
古
く
か
ら
歌

い
つ
が
れ
て
き
た
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
虚
像
と
し
て
の
王
古
豪
像
を
も
っ
た

の
は
、
周
凱
の
よ
う
な
知
識
人
だ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
日
本
の

〃
義
経
伝
説
”
の
よ
う
に
、
〃
伝
説
グ
に
は
伝
説
の
重
み
と
意
味
が
あ
る
。
囁

そ
の
〃
伝
説
”
を
も
解
明
し
な
い
と
、

に
浮
か
び
あ
が
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

五

歴
史
の
“
実
敵
”
そ
の
も
の
が
鮮
明

　
鞠
徳
源
「
清
代
題
奏
文
警
制
度
」
は
、
清
初
か
ら
清
末
に
い
た
る
題
本
制

度
、
奏
本
制
度
、
奏
摺
制
度
の
実
際
の
あ
り
方
と
そ
の
変
遷
と
を
、
包
括
的

に
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
類
し
た
研
究
と
し
て
は
、
劉
子
揚
・
朱
金

主
・
李
鵬
年
「
故
宮
明
清
櫨
案
概
論
」
　
（
『
清
史
論
叢
』
第
一
義
、
　
一
九
七

九
）
が
あ
り
、
ま
た
『
故
宮
博
物
院
院
刊
』
の
各
号
に
も
、
鄭
里
「
明
清
櫨

案
」
鞠
徳
源
「
淋
代
の
編
年
体
腹
案
冊
と
官
営
史
書
」
、
’
郷
里
「
本
代
中
央

軍
政
機
関
の
撹
案
」
、
単
士
元
「
明
清
容
量
叢
談
」
な
ど
が
あ
る
が
、
こ
れ

ら
が
議
案
そ
の
も
の
の
紹
介
と
整
理
情
況
の
紹
介
を
主
眼
と
し
た
も
の
で
あ

っ
た
の
に
比
べ
、
今
回
の
黒
質
源
氏
の
研
究
は
、
懸
案
制
度
の
変
遷
を
問
題

と
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
清
代
の
題
本
糊
度
、
奏
摺
制
度
の
研
究
は
、
わ
が
国
で
宮
崎
市
定
「
雍
正

殊
批
諭
旨
解
題
し
（
『
東
洋
史
研
究
』
第
十
五
巻
第
四
号
、
一
九
五
七
、
の
ち

『
ア
ジ
ア
史
論
考
』
下
巻
、
一
九
七
六
、
所
収
）
に
よ
っ
て
先
鞭
を
つ
け
ら

れ
な
が
ら
、
そ
の
後
、
こ
れ
を
引
き
継
ぐ
本
格
的
な
研
究
は
近
年
に
な
る
ま

で
あ
ら
わ
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
ア
メ
リ
カ
と
台
湾
で
は
こ
の
種
の

研
究
が
進
み
、
呉
秀
良
（
S
・
H
・
」
・
ウ
i
）
氏
や
荘
吉
発
氏
な
ど
に
よ
る
す

ぐ
れ
た
研
究
が
生
ま
れ
た
。
た
と
え
ば
、
奏
摺
制
度
は
何
に
起
源
す
る
か
、

と
の
問
題
に
つ
い
て
、
呉
秀
良
馬
は
、
Q
り
声
繕
出
「
U
．
薫
輝
．
．
O
o
ヨ
ヨ
毒
7

8
江
§
竃
畠
H
邑
℃
①
ユ
巴
O
露
汁
8
一
ぎ
Ω
臨
轟
一
国
く
。
ご
試
○
⇔
o
h
鋳
①

℃
巴
ρ
o
Φ
竃
①
日
。
ユ
巴
も
。
嵩
け
①
日
嵩
㊤
ω
点
蕊
㎝
智
、
．
（
H
ミ
O
）
に
お
い
て
、
そ
れ

を
満
洲
八
旗
の
人
々
が
旗
主
や
皇
帝
に
対
し
て
し
て
き
た
請
安
（
御
機
嫌
う
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か
が
い
）
の
習
慣
に
求
め
、
譜
代
の
奏
摺
制
度
は
こ
う
し
た
満
洲
民
族
に
あ

っ
た
若
干
摺
の
伝
統
か
ら
発
展
し
た
も
の
だ
と
述
べ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

荘
吉
発
氏
は
、
　
『
藤
代
奏
摺
制
度
』
　
（
一
九
七
九
）
に
お
い
て
、
ω
明
代
葉

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

向
高
の
請
安
千
本
が
清
高
の
請
安
詳
摺
と
き
わ
め
て
類
似
し
て
い
る
こ
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

②
康
熈
年
間
に
使
用
さ
れ
た
奏
摺
は
、
奏
本
を
た
て
ま
つ
る
時
の
審
式
に
照

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ

ら
し
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
、
㈲
奏
摺
の
摺
と
は
、
も
と
は
「
摺
子
」
1
一
清

単
（
明
細
書
）
を
意
味
し
、
試
着
と
は
摺
子
を
付
し
た
奏
本
の
意
味
で
あ
っ

た
こ
と
、
な
ど
に
よ
っ
て
、
奏
摺
制
度
は
明
代
以
来
行
わ
れ
て
き
た
奏
本
制

度
を
起
源
と
し
、
こ
れ
を
損
益
し
た
も
の
だ
と
述
べ
る
。
さ
ら
に
、
近
年
出

版
さ
れ
た
楊
啓
樵
『
雍
正
写
と
そ
の
密
摺
制
度
研
究
』
（
一
九
八
一
）
、
で
は
、

こ
れ
と
も
違
っ
た
見
解
が
述
べ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
に
対
し
、
温
習
源
氏
は
、

「
奏
摺
制
度
の
出
現
と
発
展
」
と
い
う
一
章
を
設
け
な
が
ら
、
こ
の
問
題
に

つ
い
て
は
今
回
一
切
論
及
し
な
か
っ
た
。
ま
た
、
鞠
徳
源
氏
は
、
注
記
な
し

に
軍
機
処
の
設
立
を
黒
影
八
年
の
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
軍
機
処
設
立
の
年

代
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
現
状
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
、
鞠

徳
源
氏
独
自
の
見
解
を
聴
い
て
み
た
い
。

山ノ、

　
紙
数
の
関
係
で
、
も
は
や
こ
れ
以
上
の
紹
介
・
批
評
は
不
可
能
で
あ
る
が
、

こ
の
ほ
か
に
も
是
非
紹
介
し
て
お
き
た
い
も
の
が
多
い
。
た
と
え
ば
、
何
門

守
「
柳
敬
亭
の
生
年
お
よ
び
そ
の
他
に
つ
い
て
」
な
ど
が
、
そ
れ
で
あ
る
。

柳
敬
亭
の
研
究
と
い
え
ば
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
陳
汝
衡
氏
の
独
壇
場
で
あ

っ
た
。
何
齢
修
氏
は
、
こ
れ
ま
で
農
民
反
乱
研
究
や
孔
府
研
究
で
知
ら
れ
る

が
、
今
回
、
氏
は
本
来
文
学
史
研
究
者
が
担
当
す
べ
き
問
題
に
切
り
込
ん
だ

の
で
あ
る
。
氏
に
よ
れ
ば
、
誤
訳
亭
の
生
年
を
万
暦
二
〇
年
（
一
五
九
二
）

と
す
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
彼
が
北
京
へ
来
た
年
を
康
煕
九
年
（
一
六
七
〇
）

と
す
べ
き
で
あ
り
、
翠
蓋
衡
氏
の
説
は
誤
り
で
あ
る
と
い
う
。
本
論
考
は
短

文
で
あ
る
が
、
そ
の
考
証
は
緻
密
で
あ
る
。

　
『
清
史
論
叢
』
の
よ
う
に
内
容
が
多
彩
な
雑
誌
を
正
確
に
書
評
す
る
た
め

に
は
、
評
者
は
最
も
ふ
さ
わ
し
く
な
い
者
の
一
人
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
こ
の
書
評
を
ひ
き
う
け
た
の
は
、
中
国
の
清
代
史
学
界
の
現
段
階
を
評

者
な
り
に
受
け
と
め
て
み
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
こ
れ
を
通
し
て
書
評
を

依
頼
さ
れ
た
周
遠
図
先
生
の
熱
意
に
少
し
で
も
お
応
え
し
た
が
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
普
通
の
書
評
の
ス
タ
イ
ル
に
よ
ら
ず
、
　
『
清
史
論
叢
』
第
三
輯
に
収

録
さ
れ
た
論
文
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
第
一
輯
、
第
二
輯
に
収
録
さ
れ
た
関

連
論
文
を
も
紹
介
し
、
か
つ
、
こ
れ
ら
に
対
応
す
る
わ
が
国
で
発
表
さ
れ
た

論
文
を
で
き
る
だ
け
紹
介
し
て
両
者
を
対
比
し
た
の
は
、
以
上
の
よ
う
な
評

者
の
意
図
に
よ
る
。
し
か
し
、
評
者
の
力
不
足
に
よ
っ
て
、
当
然
こ
こ
で
紹

介
す
べ
き
研
究
を
見
落
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

　
最
後
に
、
書
評
に
あ
た
っ
て
、
関
連
論
文
を
御
教
示
い
た
だ
き
、
多
数
の

参
考
資
料
を
提
供
し
て
く
だ
さ
っ
た
、
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
明
清
班

の
班
員
諸
氏
、
富
山
大
学
人
文
学
部
の
同
僚
諸
氏
、
富
山
大
学
人
文
学
部
専

攻
生
に
心
よ
り
感
謝
す
る
。
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